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平 成 １９ 年 度 尾 鷲 市 一 般 会 計 予 算 

 

平成１９年度尾鷲市の一般会計の予算は次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，４７７，０００千円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限 

度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

 第３条 地方自治法第２３０条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 

 限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条  地方自治法第２３５条の３第 2 項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、 

１，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条  地方自治法第２２０条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を 

 流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額 

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

          平 成 １ ９ 年 ３ 月 １ 日 

                    尾 鷲 市 長    伊 藤  允 久 
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事　　　　    　　項

都市マスタープラン作成業務委託料
平成２０年度から
平成２１年度まで

18,457

平成２０年度 42,210クリーンセンター施設維持管理業務委託料

第 ２ 表   　債  務  負  担  行  為

図書館情報システム借上料

戸籍電算システム借上料

14,346

限 度 額

平成２０年度から
平成２４年度まで

期　  間

（単位：千円）

111,814
平成２０年度から
平成２４年度まで
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（単位：千円）

限  度  額 利   率 償還の方法

防災対策事業 3,400

地域イントラネット整備事業 18,200

下水道整備事業 1,800

農道整備事業 20,700

林道整備事業 18,900

漁港振興施設整備事業 10,200

漁港整備事業 54,000

地域振興施設整備事業 54,400

道路整備事業 59,200

急傾斜地崩壊対策事業 4,600

都市計画事業 2,900

臨時財政対策債 234,000

第   ３   表   　   地   　　方 　  　債

起債の方法

証書借入

又　　は

証券発行

 年5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
公営企業金融
公庫資金につ
いて、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

 ３０年以内
（据置期間を
含む。）償還
とし、借入先
の融資条件に
よる。ただ
し、市財政の
都合により繰
り上げ償還す
ることができ
る。

起　債　の　目　的
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１．特別職

２．一般職

（1）総括

48,368

158,684

44,560

94,388

△ 3,103

△ 2,542

0

△ 5,645△ 6,704

期末手当

7,661

20,878

28,539

10,764

18,377

34,184 186,452

△ 18,522

△ 10,110

864

△ 27,768

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計

0 864

△ 20,281

7,975

7,492

△ 21,226 64,213 44,039

361,678 80,769 562,8549,361

△ 1,117

5,880 0

4,520 604

1,360 △ 604

計

8,244 340,452 144,982 606,893

特殊勤務手当 児童手当 宿日直手当 期末勤勉手当

11,292 24

退職手当

52,496

826 192 △ 1,546 0 2,319

27,552

△ 378

10,435 5,141

9,609 4,949

管理職手当 管理職特別手当 時間外手当

27,174 9,746 24 54,815

（単位：千円）

職員手当
等の内訳

区　分

本年度

前年度

比　較

扶養手当 住居手当 通勤手当

△ 13,486

本年度

前年度

比  較

職員数

(人)

209

218

△ 9

共済費

224,975

236,253

△ 11,278

合　計

1,662,506

1,675,992

備 考

44,039 △ 2,208

計報　酬 職員手当等

606,893 1,437,531

562,854 1,439,739

給　料

830,638

876,885

△ 46,247

481 △ 27,287△ 7,975

0

給　　　与　　　費 　　明 　　細 　　書

2,240 △ 7,8700

19,141 205,593

△ 7,444 △ 1,759

101,880

5,814 53,318

23,420

47,504

19,622 178,306

25,821 5,835 50,395

18,377

7,975

9,732 94,010

5,814 54,182

84,278

25,821

0

△ 7,444

70,968

47,504

118,472

0

△ 7,568

864

4,076 30,114

給 料
地域
手当

その他
の手当

計

26,038

給　　　与　　　費

△ 1

63,400

48,368

111,768

職員数

(人)

（単位：千円）

報　酬
備考

△ 2

42

39

3

18

758

779

2

16

800

818

その他の特別職

その他の特別職

計

区　　分

長　　等

議　　員

その他の特別職

本
年
度

前
年
度

比
較

△ 7,975

0

計

長　　等

議　　員

計

長　　等

議　　員
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（2）給料及び職員手当の増減額の明細

（3）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人あたり給与

イ　初任給

高　卒

国　の　制　度

151,000 138,400

138,400 170,200 151,000

短大卒
高　卒

138,400

大　卒

本　年　度

前　年　度

170,200

170,200

151,000 138,400 170,200

151,000

大　卒 短大卒区　　分

（単位：千円）

扶養手当 216

１８年１月１日
現在

１９年１月１日
現在

平均給与月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

平均給料月額（円）

制度改正に伴う
増減分

216

一　般　職

340,903

374,239

42.5

平均給与月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

342,573

375,412

42.4

増減額 増減事由別内訳 説　　　明

平均給料月額（円）

その他の増減分 退職手当金等による増

職員手当等 44,039

43,823

給　　料 △ 46,247

備　　　　考

給与改定に伴う
増減分

△ 6,076
給与改定に伴う増　　3,796
給与改定に伴う減　△9,872

給与改定の状況
実施時期　平成18年4月1日
給料表の改定率　△5.1％

昇給期１月１日

区　分

昇給に伴う増加分 2,228

△ 42,399 人事異動等による減その他の増減分

294,703

375,902

44.1

技能労務職

299,592

379,600

45.1
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ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ　昇給

技能労務職

職員数
(人)

構成比
(％)

0 0.0

1 2.5

10

１ 3 7.7

５

３

12

4

100.0

１ 0 0.0

183

9.3

20.8

13.7

1.63

31

48

4

21

18

171

2.3

18

29

47

55 32.2

10.5

構成比
(％)

計100.0

17.0

27.5

級

３

１

２

10.5

11.5

16.9

29

主事 主事補

39

38

5

0

4

12

156

0

11

計

代　表　的　な　職　種

３級 ２級

8

一 般 職 技能労務職

４

20.5

4 10.3

39 100.0

１級

169

主任・主事

(Ａ)(人)

合　計

208

１

６

５

２

計

８

７

比率（Ｂ）／（Ａ）

２号給

昇給に係る職員数

１号給

３号給

４号給

前
 
年
 
度

本
 
年
 
度

昇給に係る職員数

区　　　　　　分

職　　　員　　　数

３号給

４号給

(％)

(Ｂ)(人)

号給数別内訳

区　分

６

５

19年1月
１日現在

級

２

一　般　職

職員数
(人)

４

３

７

８

６

６

５

４

14

7

7

25.6

35.9

39 100.0

18.0

18.0

30.8

10.3

0 0.0

1 2.5

17.9

4

比率（Ｂ）／（Ａ） (％)

職　　　員　　　数 (Ａ)(人)

(Ｂ)(人)

号給数別内訳

１号給

２号給

162

93.3

210

193

135 27

97.4

39

92.3

38

9

90.6 97.4

0

155

91.9

171

18

2

135

27

2

164

18年1月
１日現在

計

３

区分
６級

４

課長

17

38

25

194

12

16

726.2

２

５級 ４級

課長補佐 係長・主査

－306－



オ　期末手当・勤勉手当

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

キ　地域手当

（％）

（人）

ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

支 給 率

支 給 対 象 地 域

定年前早期退職時特例
措置(2％～20％)加算

59.28

4.09

7.96

89.74

2.125 2.325

その他の加算措置等

30.55

通　勤　手　当 同　　　　じ

支給対象職員の比率(％)(19年1月1日現在) 20.00

代　表　的　な　職　種

住　居　手　当

国の制度との異同 差　異　の　内　容

支給率等
(国の制度)

一 般 職 技能労務職

0.02給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ）

区　　　　　　　分

1.51

全職種

41.34 59.28

同　　　　じ

同　　　　じ

区　　　　分

扶　養　手　当

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

津市

1.0

1

国の指定基準に
基づく支給率（％）

1.0

支 給 対 象 職 員 数
（平成19年1月1日現在）

市税等事務手当、衛生業務手当

最高限度
(月分)

支給率等
(本市の制度)

59.28 59.2830.55 41.34

区　分
20年勤続の
者(月分)

有

有

有

区　分
職務上の段階、職務の
級等による加算措置

備　考
支給率計
(月分)

支給期別支給率

６月(月分) 12月(月分)

2.125

本年度

前年度

4.45

4.452.325

無

国の制度 4.452.125 2.325

25年勤続の
者(月分)

35年勤続の
者(月分)

備考
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び

社会福祉法人尾鷲長寿園が建設の特別養護老人ホームに対する元利補給

社会福祉法人尾鷲民生事業協会が建設の尾鷲乳児保育園、尾鷲第一保育園に対する元利補給

社会福祉法人尾鷲長寿園が建設の「ケアハウスきらら」に対する元利補給

尾鷲商工会議所が建設の尾鷲産業会館・尾鷲商工会議所に対する元利補給

社会福祉法人尾鷲長寿園が増築する特別養護老人ホーム「スバル台修路」に対する元利補給

社会福祉法人尾鷲長寿園が改築する軽費老人ホーム「尾鷲長寿園」に対する元利補給

教員住宅建設に伴う公立学校共済組合長期経理借入金に対する償還金（妻帯者用住宅）

教員住宅建設に伴う公立学校共済組合長期経理借入金に対する償還金（単身者用住宅）

尾鷲市斎場業務委託料

総合行政ネットワークシステム借上料

教育用コンピューター借上料

新財務会計システム借上料

庁内ネットワーク機器借上料

コンピュータ機器借上料

公共機関ネットワーク機器借上料

新総合住民情報システム借上料

新人事給与システム借上料

第二保育園元利補給金

新総合住民情報用パソコン等機器借上料

総合住民情報システム電算業務委託料

交通災害共済納付書作成業務委託料

公用車集中管理業務委託料

総合文書管理システム借上料

市庁舎等清掃業務委託料

市庁舎等警備業務委託料

養護老人ホーム聖光園指定管理料

可燃ごみ収集運搬業務委託料

事　　　　　　　　　　　　　　　　　項
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期　間 金　　額 期　間 金　　額 国・県支出金 地方債 その他

119,665
自 Ｓ63
至 Ｈ18

112,476  Ｈ19 5,052 5,052

122,402
自 Ｈ 6
 至 Ｈ18

73,944
自 Ｈ19
至 Ｈ25

37,293 37,293

94,364
自 Ｈ 7

 至 Ｈ１8
53,838

自 Ｈ19
至 Ｈ26

33,344 33,344

136,254
自 Ｈ 8
 至 Ｈ18

88,435
自 Ｈ19
至 Ｈ26

47,819 47,819

137,160
自 Ｈ 9

 至 Ｈ１8
73,670

自 Ｈ19
至 Ｈ27

63,490 63,490

85,000
自 Ｈ 9
 至 Ｈ18

42,500
自 Ｈ19
至 Ｈ28

42,500 42,500

35,358
自 Ｈ10
至 Ｈ18

30,056
自 Ｈ19
至 Ｈ20

5,302 5,302

184,145
自 Ｈ10
至 Ｈ18

78,268
自 Ｈ19
至 Ｈ30

105,877 105,877

48,825
自 Ｈ15
至 Ｈ18

39,060  Ｈ19 9,765 9,765

15,102
自 H16
至 H18

10,068
自 Ｈ19
至 Ｈ20

5,034 5,034

49,573
自 H16
至 H18

33,672
自 Ｈ19
至 Ｈ20

15,901 15,901

5,596 H18 1,221
自 Ｈ19
至 Ｈ22

4,375 4,375

3,438 H18 764
自 Ｈ19
至 Ｈ22

2,674 2,674

10,138 H18 2,253
自 Ｈ19
至 Ｈ22

7,885 7,885

737 H18 164
自 Ｈ19
至 Ｈ22

573 573

59,638 H18 2,982
自 Ｈ19
至 Ｈ23

56,656 56,656

9,213 H18 1,940
自 Ｈ19
至 Ｈ22

7,273 7,273

54,424 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ33

54,424 54,424

7,705 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ23

7,705 7,705

2,900 - - H19 2,900 2,900

650 - - H19 650 650

30,661 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ21

30,661 30,661

10,775 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ23

10,775 10,775

11,276 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ21

11,276 11,276

22,108 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ21

22,108 22,108

518,625 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ23

518,625 518,625

129,280 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ21

129,280 129,280

当該年度以降の支出予定額等に関する調書

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源
一般財源

限度額

前年度末までの

支出額（見込）

当該年度以降

の支出予定額

－309－



事　　　　　　　　　　　　　　　　　項

海洋深層水総合交流施設・分水施設指定管理料

市庁舎別館清掃業務委託料

中央公民館清掃業務委託料

中央公民館警備業務委託料

体育文化会館清掃業務委託料

体育文化会館警備業務委託料

市庁舎等電話設備借上料

図書館情報システム借上料

戸籍電算システム借上料

クリーンセンター施設維持管理業務委託料

都市マスタープラン作成業務委託料

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計
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期　間 金　　額 期　間 金　　額 国・県支出金 地方債 その他

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源
一般財源

限度額

前年度末までの

支出額（見込）

当該年度以降

の支出予定額

26,997 - - H19 26,997 26,997

1,647 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ21

1,647 1,647

6,913 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ21

6,913 6,913

9,898 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ21

9,898 9,898

1,359 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ21

1,359 1,359

5,472 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ21

5,472 5,472

9,248 - -
自 Ｈ19
至 Ｈ25

9,248 9,248

14,346 - -
自 Ｈ20
至 Ｈ24

14,346 14,346

111,814 - -
自 Ｈ20
至 Ｈ24

111,814 111,814

42,210 - - H20 42,210 42,210

18,457 - -
自 Ｈ20
至 Ｈ21

18,457 18,457

2,153,373 - 645,311 － 1,487,578 0 0 0 1,487,578

－311－



（単位：千円）

平成１９年度中 平成１９年度中

起債見込額 元金償還見込額

1.普      通      債 7,204,850 7,464,177 248,300 551,939 7,160,538

総　　務　　債 80,619 61,010 21,600 13,793 68,817

民　　生　　債 1,288,441 1,147,648 0 141,579 1,006,069

衛　　生　　債 2,065,986 2,588,264 1,800 69,222 2,520,842

農林水産業債 1,682,401 1,715,074 103,800 78,924 1,739,950

商　　工　　債 140,417 139,716 54,400 709 193,407

土　　木　　債 1,368,088 1,314,060 66,700 164,876 1,215,884

消　　防　　債 32,171 17,438 0 14,747 2,691

教　　育　　債 546,727 480,967 0 68,089 412,878

２．災害復旧事業債 14,225 11,735 0 2,300 9,435

補　助　災　害 12,786 10,530 0 2,064 8,466

単  独  災  害 1,439 1,205 0 236 969

３．そ      の      他 2,970,442 3,361,837 234,000 183,875 3,411,962

自治振興事業
貸付金

334,764 283,998 0 66,594 217,404

財政健全化債 76,000 76,000 0 0 76,000

減税補てん債 678,923 646,591 0 54,424 592,167

臨時財政対策債 1,651,904 1,886,521 234,000 53,039 2,067,482

臨時税収補てん債 129,151 119,527 0 9,818 109,709

地域再生事業債 99,700 99,700 0 0 99,700

行政改革推進債 0 129,700 0 0 129,700

退職手当債 0 119,800 0 0 119,800

10,189,517 10,837,749 482,300 738,114 10,581,935合　　　　計

市 債 の 平 成  １７  年 度 末  に お け る 現 在 高 並 び に 平 成 １ ８ 年 度 末

及 び 平 成  １９  年 度 末 に お け る 現 在 高 見 込 に 関 す る 調 書

平成１９年度末
現在高見込額

区       分
平成１７年度末

現在高
平成１８年度末
現在高見込額

平成１９年度中増減見込
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平成１９年度

尾鷲市国民健康保険事業特別会計予算



 

平 成 １９ 年 度 尾 鷲 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

平成１９年度尾鷲市の国民健康保険事業特別会計の予算は次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９９０，３６７千円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 １６０，０００千円と定める。  

（歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を 

 流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額 

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

          平 成 １ ９ 年 ３ 月 １ 日  提 出 

 

                    尾 鷲 市 長    伊 藤  允 久 
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国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書
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１．特別職

２．一般職

（1）総括

計

長　　等

議　　員

計

長　　等

議　　員

その他の特別職

その他の特別職

計

区　　分

長　　等

議　　員

その他の特別職

本
年
度

前
年
度

比
較

15

15

0

0

0

15

15

職員数

(人)

（単位：千円）

報　酬
備考

給　　　与　　　費

0

410

410

給 料
地域
手当

その他
の手当

計

608

608

0

0

△ 198

410

410

608608

給　　　与　　　費 　　明 　　細 　　書

0

608

△ 2,988

△ 198

12,650 38,332

給　料

22,694

25,682

△ 1,935 △ 4,923

計報　酬 職員手当等

10,715 33,409

合　計

39,450

45,072

備 考共済費

6,041

6,740

△ 699 △ 5,622

本年度

前年度

比  較

職員数

(人)

7

7

0

（単位：千円）

職員手当
等の内訳

区　分

本年度

前年度

比　較

扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 管理職特別手当 時間外手当

306 1,194

462

△ 156

174 78

672 160 1,047

△ 498 △ 82 147

期末勤勉手当 退職手当 計

10 8,893 10,715

特殊勤務手当 児童手当 宿日直手当

10

0

60

60

0

10,239 12,650

△ 1,346 △ 1,935

△ 198

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計

△ 198

0

608

0

0

△ 198

△ 198

期末手当

410

410

－352－



（2）給料及び職員手当の増減額の明細

（3）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人あたり給与

イ　初任給

技能労務職

昇給に伴う増加分 114

△ 3,200 人事異動等による減その他の増減分

給　　料 △ 2,988

備　　　　考

給与改定に伴う
増減分

98
給与改定に伴う増　　258
給与改定に伴う減　△160

給与改定の状況
実施時期　平成18年4月1日
給料表の改定率　△5.1％

昇給期１月１日

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　明

平均給料月額（円）

その他の増減分 人事異動等による減

職員手当等 △ 1,935

△ 1,935

平均給与月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

301,243

322,259

37.4

平 均 年 齢 （歳）

平均給料月額（円）

制度改正に伴う
増減分

一　般　職

269,500

308,570

33.9

大　卒 短大卒区　　分

（単位：千円）

１８年１月１日
現在

１９年１月１日
現在

平均給与月額（円）

138,400

大　卒

本　年　度

前　年　度

170,200

170,200

151,000 138,400 170,200

151,000 138,400 170,200 151,000

短大卒
高　卒

高　卒

国　の　制　度

151,000 138,400

－353－



ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ　昇給

7

２

５級 ４級

課長補佐 係長・主査

18年1月
１日現在

計

３

区分
６級

４

課長

1

2

2

100.0

7

1

6

1

6

100.0

7

100.0100.0

7

7

7

比率（Ｂ）／（Ａ） (％)

職　　　員　　　数 (Ａ)(人)

(Ｂ)(人)

号給数別内訳

１号給

２号給

7

７

８

６

６

５

４

区　分

６

５

19年1月
１日現在

級

２

一　般　職

職員数
(人)

４

３

前
 
年
 
度

本
 
年
 
度

昇給に係る職員数

区　　　　　　分

職　　　員　　　数

３号給

４号給

(％)

(Ｂ)(人)

号給数別内訳

比率（Ｂ）／（Ａ）

２号給

昇給に係る職員数

１号給

３号給

４号給

１

６

５

２

計

８

７

7

主任・主事

(Ａ)(人)

合　計

7

一 般 職 技能労務職

４

１級

計

代　表　的　な　職　種

３級 ２級

7

28.6

主事 主事補

構成比
(％)

計100.0

14.3

14.3

級

３

１

２3

7

1

1

2 28.6

42.8

2

14.2

28.6

28.6

100.0

１

7

１

５

３

技能労務職

職員数
(人)

構成比
(％)

－354－



オ　期末手当・勤勉手当

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

キ　地域手当

（％）

（人）

ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

無

国の制度 4.452.125 2.325

25年勤続の
者(月分)

35年勤続の
者(月分)

備考

2.125

本年度

前年度

4.45

4.452.325

区　分
職務上の段階、職務の
級等による加算措置

備　考
支給率計
(月分)

支給期別支給率

６月(月分) 12月(月分)

有

有

有

最高限度
(月分)

支給率等
(本市の制度)

59.28 59.2830.55 41.34

区　分
20年勤続の
者(月分)

区　　　　分

扶　養　手　当

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

津市

1.0

0

国の指定基準に
基づく支給率（％）

1.0

支 給 対 象 職 員 数
（平成19年1月1日現在）

市税等事務手当

同　　　　じ

同　　　　じ

支給率等
(国の制度)

一 般 職 技能労務職

42.86給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ）

区　　　　　　　分

42.86

全職種

41.34 59.28

通　勤　手　当 同　　　　じ

支給対象職員の比率(％)(19年1月1日現在) 0.16

代　表　的　な　職　種

住　居　手　当

国の制度との異同 差　異　の　内　容

0.16

2.125 2.325

その他の加算措置等

30.55
定年前早期退職時特例
措置(2％～20％)加算

59.28

支 給 率

支 給 対 象 地 域

－355－
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平成１９年度

尾鷲市老人保健医療事業特別会計予算



   

平 成 １９ 年 度 尾 鷲 市 老 人 保 健 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

平成１９年度尾鷲市の老人保健医療事業特別会計の予算は次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，４４８，３７２千円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。   

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 １００，０００千円と定める。  

 

 

 

 

          平 成 １ ９ 年 ３ 月 １ 日  提 出 

 

                    尾 鷲 市 長    伊 藤  允 久 
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老人保健医療事業特別会計予算に関する説明書
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１．特別職

２．一般職

（1）総括

期末手当

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計

215 555

2,213 2,67360

△ 60

計

2,428 3,228

特殊勤務手当 児童手当 宿日直手当 期末勤勉手当 退職手当

149

301 136 59

228

△ 96

324 136

23

管理職手当 管理職特別手当 時間外手当

132 208

（単位：千円）

職員手当
等の内訳

区　分

本年度

前年度

比　較

扶養手当 住居手当 通勤手当

1,268

本年度

前年度

比  較

職員数

(人)

2

2

0

共済費

1,625

1,486

139

合　計

11,009

9,741

備 考

555 1,129

計報　酬 職員手当等

3,228 9,384

2,673 8,255

給　料

6,156

5,582

574

給　　　与　　　費 　　明 　　細 　　書

給 料
地域
手当

その他
の手当

計

給　　　与　　　費

職員数

(人)

（単位：千円）

報　酬
備考

その他の特別職

その他の特別職

計

区　　分

長　　等

議　　員

その他の特別職

本
年
度

前
年
度

比
較

計

長　　等

議　　員

計

長　　等

議　　員

－376－



（2）給料及び職員手当の増減額の明細

（3）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人あたり給与

イ　初任給

高　卒

国　の　制　度

151,000 138,400

138,400 170,200 151,000

短大卒
高　卒

138,400

大　卒

本　年　度

前　年　度

170,200

170,200

151,000 138,400 170,200

151,000

大　卒 短大卒区　　分

（単位：千円）

１８年１月１日
現在

１９年１月１日
現在

平均給与月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

平均給料月額（円）

制度改正に伴う
増減分

一　般　職

254,500

322,485

32.5

平均給与月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

224,850

229,350

30.0

増減額 増減事由別内訳 説　　　明

平均給料月額（円）

その他の増減分 人事異動等による増

職員手当等 555

555

給　　料 574

備　　　　考

給与改定に伴う
増減分

△ 61 給与改定に伴う減　△61
給与改定の状況
実施時期　平成18年4月1日
給料表の改定率　△5.1％

昇給期１月１日

区　分

昇給に伴う増加分 48

587 人事異動等による増その他の増減分

技能労務職
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ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ　昇給

技能労務職

職員数
(人)

構成比
(％)

１

５

３

100.0

１

2

50.0

50.0

2

2 100.0

構成比
(％)

計100.0

級

３

１

２

主事 主事補

2

計

代　表　的　な　職　種

３級 ２級

一 般 職 技能労務職

４

１級

2

主任・主事

(Ａ)(人)

合　計

2

１

６

５

２

計

８

７

比率（Ｂ）／（Ａ）

２号給

昇給に係る職員数

１号給

３号給

４号給

前
 
年
 
度

本
 
年
 
度

昇給に係る職員数

区　　　　　　分

職　　　員　　　数

３号給

４号給

(％)

(Ｂ)(人)

号給数別内訳

区　分

６

５

19年1月
１日現在

級

２

一　般　職

職員数
(人)

４

３

７

８

６

６

５

４

比率（Ｂ）／（Ａ） (％)

職　　　員　　　数 (Ａ)(人)

(Ｂ)(人)

号給数別内訳

１号給

２号給

2

100.0

2

2

2

100.0

100.0

2

100.0

2

22

18年1月
１日現在

計

３

区分
６級

４

課長

1

1

2

２

５級 ４級

課長補佐 係長・主査
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オ　期末手当・勤勉手当

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

キ　地域手当

（％）

（人）

ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

支 給 率

支 給 対 象 地 域

定年前早期退職時特例
措置(2％～20％)加算

59.28

2.125 2.325

その他の加算措置等

30.55

通　勤　手　当 同　　　　じ

支給対象職員の比率(％)(19年1月1日現在)

代　表　的　な　職　種

住　居　手　当

国の制度との異同 差　異　の　内　容

支給率等
(国の制度)

一 般 職 技能労務職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ）

区　　　　　　　分 全職種

41.34 59.28

同　　　　じ

同　　　　じ

区　　　　分

扶　養　手　当

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

津市

1.0

0

国の指定基準に
基づく支給率（％）

1.0

支 給 対 象 職 員 数
（平成19年1月1日現在）

最高限度
(月分)

支給率等
(本市の制度)

59.28 59.2830.55 41.34

区　分
20年勤続の
者(月分)

有

有

有

区　分
職務上の段階、職務の
級等による加算措置

備　考
支給率計
(月分)

支給期別支給率

６月(月分) 12月(月分)

2.125

本年度

前年度

4.45

4.452.325

無

国の制度 4.452.125 2.325

25年勤続の
者(月分)

35年勤続の
者(月分)

備考
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平成１８年度

尾鷲市公共下水道事業特別会計予算



  

平 成 １９ 年 度 尾 鷲 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

平成１９年度尾鷲市の公共下水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７６６千円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。   

  

 

 

 

 

          平 成 １ ９ 年 ３ 月 １ 日  提 出 

 

                    尾 鷲 市 長    伊 藤  允 久 
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公共下水道事業特別会計予算に関する説明書
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（単位：千円）

平成1９年度中 平成1９年度中
起債見込額 元金償還見込額

25,078 23,571 1,583 21,988公共下水道事業

平成１７年度
末現在高

平成1９年度末
現在高見込額

市 債 の 平 成 １７ 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 平 成 １８ 年 度 末

及 び 平 成 １９ 年 度 末 に お け る 現 在 高 見 込 に 関 す る 調 書

平成１８年度末
現在高見込額

区       分

平成1９年度中増減見込

－392－
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